
令和６・７・８年度入札参加資格申請についてのＱ＆Ａ集

番号 更新日

4

財務諸表を作成していない場合はどうすればよいか。 確定申告書の写しでも可とします。3

5

登記簿謄本、納税証明書、印鑑証明書はコピーでよいか。 コピーで構いません。

質問 回答

2

書類の宛先はどちらか。

伊丹市上下水道局経営企画課業者登録係まで提出（郵送または持参）してくだ
さい。

〒６６４－０８８１
兵庫県伊丹市昆陽１丁目１番地２

申請用ファイル（エクセルのデータ）はどうしておくべきか。
システムの不調等によりデータが届いていない場合がございますので、ＩＤ・パス
ワードが送られてくるまでは、破棄せず保管しておいてください。

1

6

通知（返信）用封筒はどのような場合に必要か。
登録を希望する区分に「物品等」が含まれる場合は必要となります。
また、「建設工事」「コンサル」の区分を初めて申請される場合も必要となります。

どの書類をホチキスでとめればよいのか。
申請要領７～８ページの通り、「様式５－１」、「誓約書」、「返信用封筒」及び「受
付用葉書」を除くすべての書類をホチキスで留めてください。

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日



誓約書には実印の押印が必要か。 実印でも構いませんが、使用印による押印を想定しています。

10

11

13

7

8

9

郵送方法はどうすればよいか。 郵送方法に指定はございませんので、任意の方法によりご提出ください。

提出書類は持参してもよいか。 持参していただいても構いません。

12

複数区分に登録する場合、エクセルデータは区分ごとに作成するの
か。

１つのエクセルデータにまとめて作成してください。
申請区分ごとに作成はしないでください。

受付書用葉書の提出は必須か。
希望されない場合は、提出は不要です。
葉書を提出して頂いた方のみに受付印を押印し、返信します。

複数区分に登録する場合、共通する資料があるが、それぞれの区分
に必要か。

共通する資料は一部だけで結構です。

法人等番号はどこで入手するのか。 国税庁ホームページ・法人番号公表サイト内で検索することが可能です。

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日



20

19

18

契約締結は本社において行う場合でも、支店等を受任者として申請
してよいか。

受任者を設置する場合、入札、見積、契約締結、契約金、保証金及び前払金の
請求及び受領、復代理人の選定に関する件の一切の権限を受任者に委任する
こととなります。
左記の場合は、受任者の申請は行わないでください。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の記載欄「その他の審査項目
（社会性等）」のうち、「雇用保険加入の有無」「健康保険加入の有無」「厚生年金
保険加入の有無」の項目のすべてが「有」又は「除外」なっていることを確認しま
す。

建設工事の区分の社会保険等の加入状況の確認は、経営規模等
評価結果通知書・総合評定通知書のいずれの項目よりおこなうの
か。

建設工事で申請する際、監理技術者の有資格者を雇用しているが、
資格者証の提出は必要か。

建設工事、コンサル問わず資格者証の提出は不要です。

本店（伊丹市外）で登録を希望していて、伊丹市内に営業所を設置し
ている場合、伊丹市税の納税証明書は必要か。

必要です。

17

市税の納税証明書は郵送で申請できるのか。

当市ホームページにてご案内しております。
「市ホームページ→ホーム→組織から探す→組織一覧→財政基盤部→徴収課
→収納に関すること→郵便による税関係証明書の請求方法」
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/TYOSYU/SYUZEI/1481088523299.html

業者番号はどこに書いてあるのか。

当市ホームページに「令和5年度入札参加資格者名簿」を掲載しております。
「市ホームページ→ホーム→組織から探す→組織一覧→総務部→契約・検査課
→契約関係→令和5年度入札参加資格者情報について」
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KEIYAKU/KEIYAKU/1383033808222.html

16

15

14

入力をした日付が提出書類に反映されるが、実際の提出日と異なる
がよいか。

提出書類の日付と実際の提出日が異なっていても問題ありません。 12月4日

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日

12月4日



23

電子申請はどこでおこなえばよいのか。

「伊丹市オンライン申請ポータル」にアクセスし、電子申請をおこなってください。
https://lgpos.task-
asp.net/cu/282073/ea/residents/procedures/apply/c966fb91-e52e-4cbb-
811c-0a6ae7ff94af/start

24 電子申請の際にエラーが出て送信できない。
電子申請用サイトは一部の環境依存文字など、使用できない文字があります。
入力シートにこれらの文字が含まれる場合は電子申請ができませんので、これ
らの文字を使用しない形に入力シートを修正してください。

「伊丹市オンライン申請ポータル」は利用者登録をおこなわないと、
電子申請ができないのか。

電子申請にあたって利用者登録は「不要」です。
なお、利用者登録をおこないログインして手続きをおこなった場合は、申請内容
の途中保存が可能となります。

22

21
インターネットが使えないので、電子申請ができない。
別の申請方法は無いのか。

他の方法での受付は行っておりません。
インターネットによる電子申請をお願いします。

27
受任者を設定する場合において、市ホームページに掲載されている
「委任状」の提出は必要か。

市ホームページに掲載の委任状の提出は不要です。
様式5-1の「4.受任者」に情報を設定いただくことで、受任者への契約等権限の
委任にかかる委任状の代わりとして取り扱わせていただきます。

28
電子申請時に貼り付ける「申請用ファイル（総務省標準様式参考）」
内「電子申請用（印刷不要）」シートの「B５セルの値」とは、「関数（数
式）」を貼り付ければよいのか。

貼り付ける内容は「関数（数式）」ではありません。
申請用ファイルに入力した内容が関数により「r5」から始まる文字列に変換され
ますので、関数により変換された文字列をコピーして貼り付けてください。

25

当社は商号が「○○株式会社」であり、法人格が後方につくが、様式
1の「09　商号又は名称」の「略号」は前株と見受けられ、後株を入力
する項目がない。
どのように入力すればよいか。

様式1の「略号」は法人格等を表す字句を選択いただくための項目となります。
前株、後株問わず商号に対応する略号をご選択ください。
また、法人格等を表す字句の位置については、様式5-1「3．法人格の前後」の項
目にて指定してください。

26
様式5-1上部の「申請者名称」が自動反映となっているが、様式1に
て法人格の略号を指定したが、法人格が表示されない。

様式1にて法人格を指定いただいた上で、様式5-1「3.法人格の前後」を指定いた
だきますと、法人格を表す字句が表示されるよう設定しています。

12月5日

12月5日

12月11日

12月4日

12月4日

12月20日

12月4日

12月5日


